
 R5.12.6 前橋市 障害福祉課障害政策係 

障害福祉サービス等事業所の新規開設を検討している方へ 

前橋市では新規のご相談が増えているため、下記のとおり専用受付フォームを設置しています。 

ご相談内容に関わらず、まずは下記から申請をお願いいたします。 

障害福祉サービス等新規開設相談フォーム（ぐんま電子申請受付システム【前橋市】） 

https://apply.e-tumo.jp/city-maebashi-gunma-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16873 

 

開設までの標準スケジュール 

※書類審査の過程で、人員配置が確認できないなど不備があると、開設が延びることがあります。 

↓裏面の参考情報もご覧ください 

上記フォームによる事前相談→承認 

※送信後、確認までに２週間～１か月程度頂きます（特に１～５月の申請繁忙期）。 

 

半年前 

開設予定日の 3 カ月前 10日 17:15 までに申請書類【案１】の提出 

※10日が休日の場合は直前の平日となります。必着ですので厳守してください。 

※不足書類がある場合は受付できません。 

※訪問・相談支援系事業所は 2 ヵ月前 10日 17:15 までに提出してください。 

→障害福祉課による審査・修正依頼 

3 ヵ月前 

申請書類【案２】（案１を修正したもの）の提出 

→障害福祉課による審査・修正依頼 

※訪問・相談支援系事業所は案２は原則省略 
2 ヵ月前 

申請書類【正本・副本】の提出 

→障害福祉課による指定処理・通知 

 

1 ヵ月前 

サービス提供開始 
開設 
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参考情報 

障害福祉サービス等事業所の指定について 

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/gyomu/3/1/17207.html 

指定申請書類様式 

各サービスの「指定申請書類チェックリスト」を参照してください。 

障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援事業所： 

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/shinseisho/17187.html 

障害児通所支援： 

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/shinseisho/19264.html 

指定基準・加算等に関するお問い合わせフォーム 

https://s-kantan.jp/city-maebashi-gunma-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=11115 

よくある質問 

総量規制はありますか？ 

現在、総量規制の予定はありません。ただし、今後の事業所数の増加等により規制をかける可能性はあります

（生活介護、就労継続支援、施設入所支援、児童発達支援、放課後等デイサービス）。 

需要はありますか？ 

前橋市ではいずれのサービスも事業所が増えてきており、空きが出ているものもありますが、立地や支援内容にも

よるため一概には言えません。前橋市内の事業所一覧は市ホームページを参考にしてください。 

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/gyomu/4/4205.html 

開設にあたり補助金などはありますか？ 

前橋市が実施する施設整備補助金については、募集時に市ホームページへ掲載しますので随時確認してくださ

い（ただし一定の条件があるため、実際に補助対象となるのはごく一部です）。今後の予定等については未定のた

めお答えできません。 

群馬県や他団体が行っている補助金については、各事業者様にてご確認ください。 

必要な人員など、基準について教えてほしい。 

基準については各事業者様の責任において確認をお願いしています。各省令、厚生労働省ホームページ、市販

のハンドブックなどを参考にしてください。 

※人員・設備・運営基準において前橋市独自の基準はありませんが、申請にあたり法人格が必要になります。 

確認中、不明な点があれば上記の「指定基準・加算等に関するお問い合わせフォーム」から送付してください。 

新規相談フォームについて、未定や未確認のものが多くて入力できない。入力が難しい。 

サービス内容や場所などにある程度目途が立ち、基準を確認してからご相談ください。 

また、開設後も届出関係は原則電子での提出をお願いしているため、操作に慣れて頂くようお願いします。 

事前に開設の周知や利用者の募集をしても良いですか？ 

正本の提出（１カ月前）までは書類の不備等により開設が延びる可能性があるため、周知には注意してくださ

い。 

開設後は、前橋市ホームページや相談支援事業所に公表している事業所一覧に追加させて頂きます。 

前橋市ホームページで 

健康・福祉＞障害者支援＞ 

指定医療機関・事業者情報＞指定事業者 

のページもご覧ください。 


